
INFORMATION
市外局番は 0994 まちからのお知らせ代表☎ 0994-22-0511

６月１日は人権擁護委員の日
「特設人権相談所」ご活用ください

住民税務課　☎ 22-3039

全国人権擁護委員連合会では、昭和 24 年６月１日
に人権擁護委員法が施行されたことを記念し、毎
年６月１日を「人権擁護委員の日」と定めています。

◉錦江町でも、人権擁護委員の方々にご協力いた
だき、本庁と支所において年に 4 回ずつ「特設人
権相談所」を開設しております。日時と場所につ
いては、前日や当日に、防災無線や錦江町のホー
ムページなどで案内をしておりますので、ご利用
ください。

ナンバー取得の際には確認を
トラクターやショベルローダ等の特殊車両

住民税務課　☎ 22-3037

トラクターやショベルローダなどの特殊自動車は
速度や大きさによって、小型または大型特殊自動
車に分類されます。ナンバー取得の際にはよく規
格を確認してください。

農耕用特殊自動車の場合
（トラクターなど）

最高速度
35㎞ / ｈ 未満

最高速度
35㎞ / ｈ 以上

小型特殊自動車 大型特殊自動車

軽自動車税の対象
固定資産税の対象

（償却資産）

その他の特殊自動車の場合
（ショベルローダなど）

長さ：4.7 ｍ 以下
幅　：1.7 ｍ 以下
高さ：2.8 ｍ 以下
最高速度：15㎞ / ｈ 
以下

左記の条件に一つ
でも該当しないもの

小型特殊自動車 大型特殊自動車

軽自動車税の対象
固定資産税の対象

（償却資産）

錦江町青年団　団員募集！！
錦江町の盛りあげ隊になりませんか？

教育課　☎ 22-0517

入団希望者の方は…

　※上記以外の町勢発展に関する活動や、定例会や
　団員同士の親睦を図るための懇親会も実施してい
　ます！

◉お問い合わせ先　教育課　☎ 22-0517

青年団ってナニモノ？？？

　職種や年齢、居住地域に限らず、団員全員でわ
いわい活動しています。活動できるタイミングで、
楽しんで、錦江町を一緒に盛り上げる仲間をお待
ちしております。
　入団希望の方や、興味のある方は下記フォーム
からお問合せください。

令和７年度 10 月採用錦江町職員を募集します。
一次試験を６月 15 日日に行いますので、受験を
希望される方は６月２日月までにお申し込みくだ
さい。

令和７年 10 月採用職員を募集
申込期限は令和 7 年 6 月２日月まで

総務課　☎ 22-0511

募 集 職 種 ▶ 初級一般事務（社会人枠）

一 次 試 験 ▶６月15日日午前９時～
試 験 会 場 ▶ 錦江町役場 本庁３階

受 付 期 間 ▶ 4/10木 ～ 6/2月 午後 5 時必着
採用予定日▶ 令和７年 10 月１日

昭和 55年４月２日（45歳）から平成 14
年４月１日（24歳）までに生まれた者で、
高等学校以上を卒業し、民間企業等におけ
る職務経験を２年以上有する方。

受験資格

申込方法 提出期限は６月２日月午後５時まで

申込書に必要事項を記入し、下
記提出先まで持参か郵送で提出
してください。くわしくは錦江
町ホームページをご覧ください。

◉提出先
　〒 893-2302
　鹿児島県肝属郡錦江町城元 963 番地
　錦江町役場総務課 職員採用担当 宛

◉一般事務

法律の知識などを問う従来の公務員試験では
なく、公的部門の職員に求められる職務遂行
能力と適性を総合的に問うもの。

試験内容
◉職務能力試験

◉職務適応性検査
◉作文試験

◉お問い合わせ先 住民税務課　☎ 22-3039

令和７年全国戦没者追悼式への参列を希望される
ご遺族を募集します。

期日▶令和７年８月 15 日金 午前 11 時 51 分
場所▶日本武道館（東京都千代田区）

参加費用▶参列遺族の費用の一部を助成します。
（※自己負担額は参列決定後、８月上旬にお知らせ）
申込期間▶令和７年５月１日木～５月 30 日金

全国戦没者追悼式の参列者募集
８月 15 日金日本武道館で行われる

◉お申込み先  
   介護福祉課 福祉チーム☎ 22-3042

介護福祉課　☎ 22-3042

▶メンバー
  ・主に町内在住もしくは勤務している若者
  ・令和６年度は 10 代～ 30 代の 23 名で活動
　（15 歳以上は入団可）

▶活動内容
  ・町内イベントでの出店
　（錦江レゲエ浜まつり、やまんなか音楽
    会など）
  ・イベントスタッフ
　（夜のお話会、大根やぐらライトアップイベントなど）
  ・選挙看板設置、撤去作業

補助金の申請は必ず着工前に
住宅・空き家リフォーム / 空き家解体

政策企画課　☎ 22-3032

４月１日から令和７年度の住宅リフォーム補助金、
空き家リフォーム補助金、空き家解体補助金の申請
を受け付けています。予算がなくなり次第終了しま
すので要件を確認して早めの申請をお願いします。

事前
申請

必ず事
・ ・ ・ ・
前申請をお願いします

工事途中や工事完了後の補助金申請は
受理できませんのでご注意ください。

空き家リフォーム補助金

◉空き家バンクに登録されている物件
◉工事費が 20 万円以上の工事
◉施工業者が町内業者である
◉町税などに未納がないこと

空き家バンク登録が条件

改修と家財撤去の補助金合計は 40 万円を限度

空き家解体補助金
◉町内に所在する空き家で、建築後 10 年以上が
経過して、１年以上居住していないこと。
◉解体経費が 30 万円以上の工事
◉施工業者が町建設業者等級別表に登録してある
◉町税などの未納や抵当権設定がないこと

同一敷地内の倉庫や車庫も対象

補助金額▶ 
工事費の30％ / 最高30万円
※借地の際は土地所有者の同意書を添付

補助金額▶工事費の20％ / 最高20万円

家財撤去費用の補助金
5,000 円以上の家財撤去経費に対して、
20 万円を限度に全額補助します

住宅リフォーム補助金
◉町内に住所があり、住民基本台帳に登録がある
◉持ち家で自己が居住している住宅
◉工事費が 20 万円以上の工事
◉施工業者が町内業者である
◉町税等に未納がない

リフォーム補助金は１回限り

※耐震補強のために行うリフォームも対象とな
　ります。

補助金額▶工事費の10％ / 最高15万円
特別要件［12の場合は補助率・補助額が変わります］
1 65 歳以上、18 歳未満、障がい者の方が同居
の場合は工事費の 20％、最高 30 万円を補助

2空き家バンクを介して取得した住宅は、工事
費の 20％、最高 60 万円を補助

今年度より補助アップ
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　このたび、錦江町地域おこし協力隊として着任いたしました杉山知枝です。
自然豊かで人の温かさにあふれた錦江町に魅力を感じ、この町で新たな挑戦を
したいと考えております。これまでの、英語教育や国際交流に携わってきた経
験を活かしながら、地域の皆さんと協力し、錦江町の魅力発信や交流促進、観
光や農業など地域資源を活かした活動に取り組んでいきたいと思います。
　まだまだわからないことも多いですが、地域の一員として、日々学びながら、
町の活性化に少しでも貢献できるよう精一杯努めてまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。

　このたび、錦江町地域おこし協力隊として着任いたしました山田と申します。
大学ではドキュメンタリーの制作を行い、社会人として映像制作の仕事に携わっ
ておりました。兵庫県尼崎市出身です。
　ローカルベンチャースクールに応募してから何度か町に来させていただき、
町の魅力はもちろん、住んでいる方々もすごく魅力のある町だなと思い、錦江
町に移住を決めました。PR 動画の作成や、そんな町で生活する人々の生きた証
を映像で残すことで地域おこし協力隊としてこの町に貢献できればと思ってお
ります。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

杉
すぎやま

山　知
と も え

枝
錦江町地域おこし協力隊

山
や ま だ

田　有
ゆ か

夏
錦江町地域おこし協力隊

令和７年４
月～

令和７年５
月～

「ローカルベンチャースクール」から
２名の地域おこし協力隊が着任

錦江町内で新しい事業に挑戦します！

錦江町モルック大会 出場者大募集！
＼ 今年もやります！ 今年で４回目の開催 ／

教育課　☎ 22-0517

期　　日▶ ７月５日土
場　　所▶ サンドームおおねじめ

日　　程▶  9：00　  受付
      　        9：30　  開会式
　　　　　10：00 ～ 競技
　　　　　11：50　  閉会式

申込方法▶ 電話（0994-22-0517）または
　　　　　 右の二次元コードから

申込期限▶ ６月20日金

《実施方法》
❶　１チーム３～６名
　　親子でも、お友達同士でも、高齢者同士でも OK
❷　用具は主催が準備します。
❸　試合時間は１試合５～ 20 分程度
❹　得点は２パターン
　　１）スキットルが１本倒れた場合
　　　　⇀スキットルに書かれた数字が得点
　　２）スキットルが２本以上倒れた場合
　　　　⇀倒れた本数が得点
❺　対戦方法は、チームの代表者が先行後攻を決定。

◉試合形式はリーグ戦。順位決定戦でトーナメント戦。
◉勝敗が同じだった場合、１つのスキットルだけを置
いて、先に倒したチームが勝ちとする。
◉試合の進み具合により、試合の形式の一部だけを変
更する。
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